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相談支援事業所とは？

相談支援
事業所

特定相談
支援事業

一般相談
支援事業

•行政からの委託を受けている
•福祉サービスの利用に関わら
ず相談できる

•市町に指定された事業所で相
談支援専門員が担当

•福祉サービスを利用する際に
どのように利用するかの計画
を作る

•児童は障害児相談支援

•計画相談と言われることも



サービス等利用計画（障害児支援利用計画）



サービス等利用計画（障害児支援利用計画）

（各事業者での支援）

本人に混乱を起こさ
せないような障害特
性の理解、適切な支
援方法の共有

本人や環境に
関する諸情報
を共有し、
ニーズ・支援
方針を確認す
る

サービスの提
供状況、目標
の達成状況、
本人の状況に
ついての評価
を共有する



ご本人のことを知る

本人

人柄・特性
を知る

気がついて
いないこと

どんな生活を
したいのか？

• 好きなこと
• 得意なこと
• 趣味
• 継続していること など…

• 将来に向けて何が必要なのか？
• 本当にやりたいことは？
• できること・できないこと など…

• 本人の良さ
• 環境の配慮
• 本人の強み など…



家族に寄り添いながら支援チームを構築

保育園

保健
センター

家族

医療機関

行政

児童発達
支援

家族が頑張って
支援機関と

繋がっている状態

「扇型の支援形態」

本人



家族に寄り添いながら支援チームを構築

本人

保育園

療育機関

保健
センター

家族

医療機関

相談支援
事業所

行政

児童発達
支援

相談員等が調整役となり、
支援機関が

本人を中心にして
一体的・継続的に
支えていく

「輪型の支援形態」



多職種（機関）連携で必要なこと

連携とは

「複数の者（機関）が、互いの専門性を尊

重した上で、同じ目的を持ち、連絡を取り

あいながら、協力し合い、それぞれの者

（機関の専門性）の役割を遂行すること」

田中康夫「発達支援のむこうとこちら」



多職種（機関）連携で必要なこと

連携で必要なこと

① 何よりもお互いの専門性を尊重し、役割

分担を明確にすること

② それぞれの異職種の人間が常に共通言語

で話ができること

③ 異職種の人と出会うとき、職種を超えた

大変さを互いに慰労すること



支援チームを次に繋げる

出生 ～２歳 ～３歳 ～６歳 ～１２歳 ～１５歳 ～１７歳 １８～１９歳

言葉の
遅れ等

受診 ・
診断等

就学の準備 就労の準備 障害年金

福祉サービス
等

年齢

未就学期 学齢期 青年期

２０歳～

対象児の状況

（例）

学校等

支援機関

移動支援・ 行動援護

日中一時支援事業

生活サポート

相談支援センター

児童発達支援・ 児童発達支援センター

就労支援 等

放課後等デイサービス 生活介護

グループホーム 等

市町の障害福祉課

市町の子育て支援課

児童相談所

医療機関（訓練等）

保健センター 学校保健

学童

保育所・保育園（加配）

幼稚園（加配） 小学校

（支援学級）

中学校

（支援学級）

高等学校 大学 ・ 短大・ 専門学校 等

特別支援学校（幼稚部） （高等部）（小学部） （中等部）

就職 等

将来の自立へ



本人（子ども）が成長できる環境

• 生活のリズムが安定している

• 自分のことを分かってくれる人がいる

• 自分のことを考えてくれる人がいる

• 気持ちにゆとりがある

などなど…

一緒に生活し

子どもを育てている親も同じ



・保育園

・幼稚園

・学校

・教育センター

・保健センター

・子育て支援課

・障害者福祉課

・相談支援事業所（一般相談支援／特定・障害児相談支援）など…

様々な支援機関

・医療機関

・福祉サービス事業所

（児童発達支援・放課後等デイサービス等）



・特別支援学校

・児童相談所

・保健所

・地域療育センター

・児童家庭支援センター

・中核発達支援センター

・発達障害総合支援センター

・県立精神医療センター など…

様々な支援機関（圏域～県内）



・家族

・近隣住民

・友人

・民生委員

・ボランティア

・非営利団体

インフォーマルな支援



• 本人のことを深く知り、支援するためには多職種で連携

することが必要

• 家族に寄り添い、本人と一緒に生活する家族全体を見る

など、幅広い視点が必要

本人・家族が希望する生活を実現させていくために課題を

明確にし、必要な支援を必要な支援体制で取り組んでいく

ことが私たちの役割です。

最後に



ご清聴ありがとうございました


